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返
抄
文
言
が
記
さ
れ
て
郡
に
戻
り
、
郡
司
の
署
名
が
裏
面
に
記
さ
れ
た
と
想
定

さ
れ
る
。
裏
面
の

「お
保
臣
雄
公
」
は
、
『続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年

（八
四

〇
）
三
月

一
二
日

（戊
子
）
条

・
同

一
〇
年

一
一
月

一
五
日

（己
亥
）
条

・
同

一

一
年
正
月
八
日

（辛
卯
）
条
に
見
え
る
磐
城
郡
大
領

「磐
城
臣
雄
公
」
と
同

一

人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
働
は
馬
の
買
い
替
え
の
記
録
簡
。
「験
元
」
と
身
体
的

特
徴
が
な
い
こ
と
を
表
す
。
「歳
四
」
は
、
交
尾
可
能
な
年
齢
の
牝
馬

（厩
牧

令
牧
牝
馬
条
）
と
、
「六
百
東
」
は
陸
奥
国
の
駅
馬

（上
馬
）
の
価
格

（『延
喜

式
』
主
税
上
）
と
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
①
は
僧
名
と
俗
名
、
経
典
名
と
経
典

の
読
経
回
数
を
記
す
。
優
婆
塞
貢
進
文
に
似
る
が
、
僧
名
を
記
す
点
が
異
な
り

沙
弥
な
ど
の
修
行
に
関
す
る
メ
モ
的
な
記
録
簡
で
あ
ろ
う
。
⑪
は
磐
城
郡
家
に

附
属
す
る
厩
に

「丈
部
某
」
と
い
う

「伝
子
」
が
所
属
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。
⑬
ｌ
∪
は
稲
の
品
種
を
記
す
木
簡
で
、
⑬
は

「し
ろ
い
ね
」
「し
ろ
し

ね
」
、
⑭
は

「わ
さ
」
（早
稲
の
品
種
）、
⑮
は

「ち
く
ら
こ
」
と
訓
読
さ
れ
る
。

⑭
ｕ
は
形
状

・
記
載
様
式

・
数
量
な
ど
か
ら
、
⑬
ｌ
⑮
と
同
種
の
木
簡
と
推
定

さ
れ
る
が
、
本
遺
跡
で
は
、
他
に
も
同
種
の
木
簡
が
二
点
出
土
し
て
い
る

（本

誌
第

一
七
号
⑮
⑬
）。
∽
⑩
裏
面
の
日
付
は
、
貢
進
日
で
は
な
く
、
播
種
日
と
考

え
ら
れ
る
。
①
は
追
加
分
の
納
入
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

８
　
関
係
文
献

い
わ
き
市
教
育
委
員
会

『荒
田
目
条
里
遺
跡
』
全
一〇
〇
一
年
）

（岩
宮
隆
司

（大
阪
市
立
大
学
し

い

い

づ

か

大
分
・飯
塚
遺
跡

弁
≡
写
）

１
　
所
在
地
　
　
　
大
分
県
東
国
東
郡
国
東
町
大
字
鶴
川
宇
キ
リ
ウ

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
九
年

（平
Ｈ
）

一
月
―
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
国
東
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
永ヽ
松
み
ゆ
き

・
藤
本
啓
二

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落

。
泥
湿
地
包
含
層

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
後
半
―

一
〇
世
紀

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

本
誌
第
二
二
号
で
報
告
し
た
段
階
で
は
、
本
遺
跡
は
汀
に
立
地
し
、
九
世
紀

頃
に
農
業
経
営
に
加
え
木
製
品

。
金
属
製
品
の
製
作
を
も
行
な
う
と
い
う
多
角

的
経
営
の
拠
点
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
寺
院

。
貴
族
な
ど
に
よ
る
荘
園
経
営
な

の
か
、
在
地
有
力
者
に
よ
る
経
営
な
の
か
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
出
土
遺
物
の
整
理
を
進
め
る
中
で
、
次
の
五
点
が
新
た
に
見
つ
か

っ
た
。
木
簡
の
総
点
数
は
五
五
点
と
な
る
。
遺
跡
の
性
格
に
大
き
く
関
わ
る
材

料
と
な
る
の
で
、
以
下
、
誌
面
を
か
り
て
補
論
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

い

　

□
寺
米
日
記
井
上
返
抄
国
解
□〔健
力
〕

□
人
　
上
返
抄
者
郡
大
□
□
×
　

　

　

（Ｐも
益
受
∞
寓
牌



〔以
力
〕

「大
□
□
物
□
神
」

含

い
卜
）
×
］
伽
×
ω
　
ｏ
〓

〔万
力
〕

□
志
口
〔士心
力
〕

「
＜
□
□

〔
五
ロ
カ
〕

□
□

（
∞
ｅ

×
Ю
岸
×
］

ｏ
∞
芦

（
∞
の
）
×

牌
∽
×
〇
　
〇
∞
ｏ

一日‐‐
中日］」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＰＯЮ）〉〈卜Φ
×
∞
　
〇∞牌

い
の
上
下
両
端
は
二
次
的
な
切
り
折
り
。
廃
棄
の
た
め
か
。
②
の
上
端
は
や

や
細
め
て
頭
部
を
九
く
し
、
下
端
は
斜
め
に
切
る
。
①
は
上
下
両
端
が
折
れ
て

お
り
、
い
の
下
端
は
折
れ
、
下
半
部
の
表
面
は
文
字
を
書
い
た
後
に
削
ら
れ
て

い
る
。
⑤
は
包
丁
の
よ
う
な
形
に
二
次
的
に
整
形
し
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
文

字
の
左
半
分
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
注
目
さ
れ
る
の
は
い
の
文
書
木
簡
で
あ
る
。
上
下
は
二
次
的
に
切

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
文
章
は
上
下
に
ま
だ
続
く
と
み
ら
れ
る
。
冒
頭
に
見
え
る

「寺
米
日
記
」
は
、
寺
の
領
有
下
に
あ
る
米
の
出
納
に
関
す
る
、
日
々
の
記
録

で
あ
ろ
う
。
「上
返
抄
国
解
」
の

「上
」
は

「た
て
ま
つ
る
」
の
意
。
「返
抄
国

解
」
は
返
抄
と
国
解
、
あ
る
い
は
返
抄
で
あ
る
国
解
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
国
解
の
宛
所
は
、
西
海
道
に
お
い
て
は
大
宰
府
で
あ
る
。
裏
面
の

「上
返
抄
者
郡
大
□
□
」
は
、
実
際
に
返
抄
を
大
学
府
に
届
け
る
人
が

「郡
大

□
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
「大
□
」
は
大
領
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
下
の
姓
が

「健
」
で
始
ま
る
な
ら
、
健
部
の
可
能
性
が
あ
る
。
健
部
は
建
部
と
表
記
す
る

こ
と
が
多
い
が
、
西
海
道
で
は
大
宝
二
年

（七
＠

０

「筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
戸

籍
」
萱
ユ前
国
仲
津
郡
丁
里
戸
籍
」
や
、
肥
後
国
飽
田
郡

（『続
日
本
後
紀
』
承
和

一
四
年
三
月
丙
申
朔
条
）
な
ど
で
確
認
で
き
る
。

こ
の
木
簡
は
本
遺
跡
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ

ま
で
不
明
で
あ
っ
た
経
営
主
体
は
、
「寺
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
誌

第
二
二
号
鉤
木
簡
に
は

「珠
栄
師
」
と
い
う
僧
侶
名
も
見
え
た
。
「寺
米
日

記
」
に
つ
い
て
は
、
同
⑤
木
簡
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
れ
は
九
月
か
ら

一
二
月
に

わ
た
る
、
「加
納
春
息
米
」
の
日
毎
の
収
納
量
を
書
き
付
け
た

「倉
札
」
で
あ

つ
た
。
こ
れ
こ
そ

「寺
米
国
記
」
そ
の
も
の
、
な
い
し
は
そ
の
素
材
と
な
っ
た

記
録
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
遺
跡
の
経
営
が
、
大
宰
府
あ
る
い
は
国
郡
司
な
ど
の

西
海
道
の
地
方
行
政
機
関
と
も
関
わ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
同
鰤
の
槍
扇
に

「大
弐
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
」
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
そ
れ
と
符
合
す
る
。

こ
れ
ら
の
手
が
か
り
か
ら
浮
か
び
上
が
る
経
営
主
体
は
、
飯
塚
遺
跡
か
ら
も

程
近
い
豊
前
国
宇
佐
郡
に
あ
っ
た
、
有
力
社
で
あ
る
宇
佐
神
宮
お
よ
び
そ
の
神

宮
寺
で
あ
ろ
う
。

宇
佐
神
宮
は

『延
喜
式
』
神
名
帳
で
は
人
幡
大
菩
薩
宇
佐
宮

。
比
売
神
社

・

大
帯
姫
廟
神
社
か
ら
な
り
、
ま
た
榊
宮
寺
と
し
て
は
弥
勒
寺
と
比
畔
神
宮
寺
と

が
あ
っ
た
。
同
社
は
朝
廷
の
崇
拝
を
受
け
、
多
く
の
封
戸
や
位
田
を
与
え
ら
れ

た
。
す
な
わ
ち
前
年
の
大
学
少
弐
藤
原
広
嗣
の
乱
を
契
機
と
し
た
天
平

一
三
年

（七
四
一
）
閏
三
月
の
封
二
〇
戸
の
施
入
を
初
見
に

（
『続
日
本
紀
』
同
月
甲
戊
条
、

『東
大
寺
要
録
』
巻
四
弘
仁
一
二
年
八
月
一
五
日
太
政
官
符
）、
天
平
勝
宝
元
年

（七

四
九
）

一
二
月
に
入
幡
神
が
東
大
寺
大
仏
の
造
営
に
協
力
す
る
と
託
宣
し
て
入

168
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京
し
た
の
に
伴

っ
て
、
翌
年
二
月
に
は
封
三
八
〇
戸

（＞」
れ
以
前
の
も
の
と
合
わ

せ
て
計
八
〇
〇
戸
）
・
位
田
三
〇
町

（同
じ
く
計
八
〇
町
）、
比
売
神

へ
封
六
〇
〇

戸

・
位
田
六
〇
町

（
『続
日
本
紀
』
同
月
戊
子
条
）
が
施
入
さ
れ
た
。
し
か
る
に

同
七
歳
三
月
に
は
託
宣
が
偽
り
で
あ
っ
た
と
し
て
、
す
べ
て
の
封
戸
と
水
田
は

返
上
さ
れ
、
通
常
の
神
田
の
み
が
残
さ
れ
た

（『同
』
同
月
丁
亥
条
）。
だ
が
そ
の

後
天
平
宝
字
八
年

（七
六
四
）
九
月
に
恵
美
押
勝
の
乱
を
契
機
に
封
二
五
戸
が

与
え
ら
れ

（
『同
』
同
月
癸
亥
条
）、
さ
ら
に
天
平
神
護
二
年

（七
一ハ
ｉ〇

四
月
に

は
八
幡
比
畔
の
封
六
〇
〇
戸

（『同
』
同
月
丙
申
条
）
が
復
活
し
た
。
そ
し
て
延

暦

一
七
年

（七
九
人
）
年

一
二
月
に
は
天
平
勝
宝
七
歳
三
月
に
返
上
さ
れ
た
封

一
四
〇
〇
戸

・
位
田

一
四
〇
町
は
、
大
学
府
の
府
庫
に
納
め
る
べ
し
と
の
太
政

官
符
が
出
て
い
る
か
ら

（
『新
抄
格
勅
符
抄
』
同
月
二
一
日
太
政
官
符
）、
大
学
府
に

よ
る
管
理
を
受
け
る
と
は
言
え
、
こ
こ
に
完
全
に
復
活
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
翌
年

一
一
月
五
日
に
は
民
部
省
行
に
未
載
の
一
〇
戸
を
加
え

一
四

一
〇
戸

に
な
り
、
同
時
に
そ
の
う
ち
の
比
畔
神
分
の
六

一
〇
戸
に
つ
い
て
は
春
秋
の
祭

料
を
宮
に
割
り
当
て
、
そ
の
残
り
は
大
宰
府
で
は
な
く
神
宮
に
納
め
、
府
官
と

宮
司
が
共
に
出
納
に
当
た
れ
と
の
太
政
官
符
が
出
さ
れ
た

（『同
』
同
日
太
政
官

符
）。
な
お
前
者
の
大
政
官
符
に
よ
れ
ば
、
返
上
さ
れ
た
封
戸
と
位
田
は
造
神

宮
寺
料
に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
封
戸
の
出
納

に
関
し
て
は
そ
の
後
、
大
同
三
年

（八
〇
八
）
年
七
月
に
大
宰
府
官
の
関
与
を

や
め
、
豊
前
国
司
と
神
宮
司
と
で
行
な
わ
せ
、
年
度
末
に
大
学
府
に
報
告
さ
せ

る
よ
う
に
な
っ
た

（『類
衆
三
代
格
』
同
月
一
六
日
太
政
官
符
）。

さ
て
、
右
に
あ
げ
た
封
戸
の
所
在
地
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
『人
幡
宇
佐
御

神
領
大
鏡
』
（到
津
文
書
、
『大
分
県
史
料
』
二
四
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

豊
前
国
四

一
〇
姻

公
Ｅ
、
豊
後
国

一
一
五
姻
、
日
向
国

一
一
五
姻
で
、
豊
後

で
は
大
野
郡
に
五
〇
姻
あ
り
、
こ
れ
は
緒
方
庄
に
あ
た
り
、
国
埼
郡
に
は
六
五

姻
あ
っ
て
、
そ
れ
は
安
岐

・
武
蔵

・
来
縄
郷
で
あ
る
と
い
う
。
封
戸
は
当
然
な

が
ら
豊
前
に
最
も
多
く
置
か
れ
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
豊
後
、
と
り
わ
け
国
埼

郡
の
三
郷
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
国
前
郷
に
は
な
か
っ
た
。

同
郷
は
建
久
八
年

（
一
一
九
七
）
∃
ユ
後
国
図
田
帳
」
翁
鎌
倉
遺
文

（古
文
書

編
と

二
〇
十

一
五
七
〇
一
号
》

に
は
、
国
埼
郡
唯

一
の
国
衛
領
と
記
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
国
前
郷
内
と
み
ら
れ
る
飯
塚
遺
跡
が
、
宇
佐
神
宮
の
封
戸
の
所
在

地
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
封
戸
の
所
在
地
の
一
つ
武
蔵

郷
に
つ
い
て
は
、
本
誌
三
二
号
の
木
簡
の

「武
蔵
里
長
」
の
記
載
と
の
関
連
が

う
か
が
え
る
。

ま
た
同
神
宮
の
封
戸
の
出
納
に
つ
い
て
は
、
大
同
三
年
七
月

一
六
日
太
政
官

符
に
よ
っ
て
当
国
司
と
神
官
と
が
共
同
し
て
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
寛
平

元
年

（八
八
九
）

一
一
月

一
七
日
に
従
四
位
上
行
大
弐
藤
原
朝
臣
保
則
と
正
六

位
上
行
少
典
和
（
臣
安
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

「宇
佐
入
幡
宮
行
事
例
定
文
」

盆
平
安
遺
文

（古
文
書
編
産

九
―
四
五
四
九
号
）
の
第
三
九
条
中
の

「三
箇
国
司

入
封
、
請
宮
返
抄
勘
会
公
文
、
其
来
已
久
」
に
よ
れ
ば
、
封
戸
所
在
地
の
三
国

の
国
司
が
神
宮
の
封
物
の
返
抄
を
受
け
取
り
、
公
文
を
勘
会
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
大
学
府
に
報
告
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
木
簡
に
見
え
る

「返



抄
井
国
解
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
返
抄
と
そ
れ
を
送
付
す
る
旨
の
国
解

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
飯
塚
遺
跡
は
国
東
半
島
の
東
端
、
田
深
川
の
下
流
域
、
現
国
東
港
か

ら
西
南
約

一
ｋｍ
の
所
に
あ
り
、
古
代
の
国
埼
津
に
も
近
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

国
埼
津
は
、
延
暦

一
五
年

（八
〇
工０
　
一
一
月
二

一
日
太
政
官
符

（
『類
衆
三
代

格
う

に
よ
れ
ば
、
豊
後
だ
け
で
な
く
日
向
国
の

「兵
衛
釆
女
資
物
運
漕
人
物

船
」
も
立
ち
寄

っ
て
お
り
、
九
州
東
岸
部
全
域
の
海
上
交
通
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
宇
佐
神
官
は
日
向
に
も
封
戸
を
所
有

し
て
い
た
。
日
向
か
ら
の
封
戸
米
の
輸
送
に
は
、
当
然
陸
路
よ
り
海
路
を
利
用

し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
米
は
、
廷
暦

一
七
年

一
二
月
か
ら
大
同
三
年
七
月
ま
で

は
大
学
府
の
府
庫
に
納
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
時
期
は
神
宮
に
入
っ
た
。

し
た
が
っ
て
封
戸
米
を
運
ぶ
船
が
、
神
官
に
近
い
国
埼
津
に
入
っ
た
こ
と
も
十

分
に
想
定
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
飯
塚
遺
跡
に
は
豊
後

。
日
向
に
置
か
れ
た
宇
佐
神
宮

の
封
戸
米
を
中
継

・
保
管
し
、
さ
ら
に
運
用
す
る
よ
う
な
施
設
が
あ
っ
た
と
判

断
し
た
い
。
そ
こ
に
豊
後
国
司
や
大
宰
府
が
関
わ
り
、
ま
た
僧
侶
や
寺
の
関
与

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
無
理
な
く
理
解
で
き
る
。
本
誌
二
二
号
⑤
木
簡
の

「倉

札
」
か
ら
予
想
さ
れ
る
大
量
の
米
の
獲
得
も
、
遺
跡
周
辺
の
田
深
川
流
域
の
水

日
の
み
で
は
な
く
、
他
地
域
か
ら
の
大
量
搬
入
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
本
遺
跡
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
水
田
の
直
接
経
営
や
木

・
金
属
製
品
の
製

作
ま
で
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
封
戸
米
に
関
わ
る
施
設
を
核
に
し
て
、
同

地
で
新
た
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

た
だ
国
前
郷
は
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
後
国
埼
郡
唯

一
の
国
衛
領
で
あ
っ
て
、

宇
佐
神
宮
の
荘
園
に
は
な
っ
て
な
い
。
こ
の
こ
と
は
飯
塚
遺
跡
の
経
営
が
、
長

期
的
に
は
存
続
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
い
か
な
る
歴
史
的
経

緯
に
よ
る
の
か
、
水
田
や
工
房
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
残
さ
れ
た
課
題

は
多
い
。

な
お
木
簡
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
は
、
西
別
府
元
日

（広
島
大
学
）

・
飯
沼
賢

司

（別
府
大
学
）
両
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

８
　
関
係
文
献

国
東
町
教
育
委
員
会

『飯
塚
遺
跡
　
国
東
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
六

集
』
０
５
〇

一年
）

（舘
野
和
己

〈奈
良
女
子
大
学
し

(赤外線デジタル写真)




